
共 済 貯 金

1　令和４年３月３１日現在、口座のある組合員を除きます。
2　キャンペーンのプレゼントは自宅へ送付いたします。
3　アップルパレス青森宿泊招待券は、当選者ご本人のみご利用いただけます。
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年1.5％（税引前）
「貯金新規加入申込書」を所属所の共済組合事務担当課を通じて提出してください。� �
申込書は、当共済組合ホームページからもダウンロードできます。
●定例積立／毎月の給与から天引きして積立
●手当積立／６月・12月の賞与から天引きして積立
●臨時積立／資金に余裕ができたときに随時積立
※いずれか一つからでも申し込みできます。ただし、任意継続組合員は、臨時積立のみとなります。

積立額は1,000円以上1,000円単位で、積立額に上限はありません。
払戻しは毎月10日、20日、30日の３回（締切日は3日、13日、23日　共済組合必着です）
※土日祝日により変更する場合があります。ホームページで確認してください。

「貯金払戻請求書」を所属所の共済組合事務担当課を通じて提出してください。ただし、任意継続組
合員の方は、共済組合へ直接提出してください。
毎年３月末日に利息計算をし、税引き後の利息を翌日、元金に組み入れします。
共済組合の貯金は、金融機関の預金に該当しないことから、共済組合と共済貯金に加入している
組合員との間にはペイオフが適用されません。このため、共済組合では、組合員からお預かりした
大切な資産を法令に基づき公共性・安全性の高い債券購入により資産運用を行っております。
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青森県市町村職員共済組合  福祉課貯金担当 TEL.017-723-6523

令和４年度に新規加入申し込みされた組合員
（任意継続組合員を含む）　　 　　に

ＱＵＯカード プレゼント500円分500円分

「アップルパレス青森宿泊招待券」プレゼント
（当選者の発表は厳正な抽選の上、プレゼントの発送をもってかえさせていただきます。）

更に新規加入者の中から、毎月抽選で　　　　 に3
名様

始めてみませんか?この機会に積立貯金を
キャンペーン

内容 全員

貯 　 金 　 の 　 概 　 要

キャンペーンの注意事項

お問い合わせ

利息
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　加入 実施キャンペーン ！！




